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研究要旨 

シンガポールにおける歯科医療従事者の養成および登録、更新に関し、既存資料による調

査を行った。シンガポールでは、歯科医師の養成は、唯一の養成機関であるシンガポール国

立大学歯学部にて 4 年間の教育期間で行われている。歯科医師の登録は、正規登録、条件付

き登録、仮登録の 3 種類の登録区分があり、それぞれ治療可能な領域が決められている。こ

のシステムがあることにより、卒後間もない歯科医師や、国外で学位を得た歯科医師がシン

ガポールで歯科治療を行う場合には、指導医のもとでその歯科医師の経験に見合う診療内容

を行うことができ、質の高い安全な歯科医療を国民に提供していくことを担保していると考

えられた。また、歯科医師免許の更新制度があり、更新のためには、生涯学習を受けること

が必須である。グローバル化の進展により、日本の歯科医師が海外で歯科医療を行ったり、

外国で免許を取得した歯科医師が日本で歯科医療を提供したりすることが日常的に行われ

る可能性も予想される。さまざまな教育経験や治療技術を有する歯科医師が増えることを考

慮し、歯科医療の質を保証するための制度として、シンガポールの歯科医師の登録制度や更

新制度は、今後の日本においても参考になると考えられた。 

 

Ａ.研究目的 

シンガポールは、国の面積は狭く人口は少な

いが、経済的に発展しており、アジアにおいて

一人当たり名目 GDP（当年の市場価格から算出

される国内総生産/人口）が約 52,000US

＄（5,200,000 円）と最も高い国である。した

がって、政治や経済の中心として、アジア諸国

に大きな影響力を及ぼしている。医療に関して

も、シンガポールは欧米先進国並みに発達して

おり、東南アジア地域では多くの患者が最高の

医療を求めて、シンガポールの病院を受診する

ことが報告されている。 

しかし、シンガポールの歯科情報に関しては、

これまで水道水フロリデーション普及率が

100％であり、子供のう蝕が少ないという報告

はあるが、国の歯科保健医療制度に関する報告

は少ない。そこで、本研究ではシンガポールの

歯科保健従事者に関する調査を行い、日本との
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相違について検討を行った。 

 

Ｂ.研究方法 

日本において、シンガポール保健省、シンガ

ポール健康増進局、シンガポール歯科医師会、

シンガポール大学、Nanyang Polytechnic（歯

科専門学校）のホームページから歯科保健医療

従事者に関する資料を入手した。また、シンガ

ポールを訪問し、新たな口腔保健関連資料の入

手、日本で得た情報の確認、口腔保健活動の現

場視察を行い、歯科関係者との討議を行った。

なお、訪問先は、Health Promotion Board、

School Dental Centre、IT Dental Servise (民

間歯科診療所)である。また、保健省の歯科医

師とディスカッションする時間をもつことが

できた。これらの資料をもとに、歯科医療従事

者に関する養成、登録、更新制度についてまと

めた。 

 

（倫理面への配慮）  

 本研究ではシンガポールにおいて、すでに公

表されている既存のデータを用いており、倫理

上の問題はない。 

 

Ｃ.結果 

1. 歯科医療従事者の養成と登録 

1）歯科医師 

(1)学部教育 

 シンガポール国立大学歯学部が全日制で歯

科の学位を取得するコースがある唯一の歯科

医師養成機関で、4年間で歯学の講義と実習を

学ぶ。最初の 2年間で臨床に必要な基礎歯学の

知識を取得し、臨床歯学の講義と実習を学び、

3年目以降、実際に患者治療に従事する。 

 

 (2)臨床研修制度 

 卒業後の臨床研修制度はないが、歯科医師の

登録で正規登録の歯科医師になるためには、指

導医のもとで 2年間の診療経験が必要となる。 

 

(3)生涯研修制度 

医療の質を向上させるためには、医療従事者

は継続的に最新の知識や技術を学ぶことが重

要である。シンガポールでは、歯科医師免許の

更新のために生涯学習が必須とされている。 

 

(4)歯科医師登録制度 

 歯科医師の登録には、正規登録、条件付き登

録、仮登録の分類があり、その分類により歯科

医療従事する際に制限がある。この分類は、非

正規登録（条件付きおよび仮登録）歯科医師に

ついて、安全な歯科医療基準への対策と国民の

安全確保のために、それぞれの資格や経験に見

合った歯科診療の制限を行うものである。 

正規登録歯科医師はシンガポール全土で独

立した歯科治療を行うことが可能である。条件

付き登録歯科医師は、正規登録している歯科医

師の指導の下で一定期間（通常 2 年間）、条件

付きで登録された仕事を行い、その研修期間の

終了後に正規登録歯科医師の申請を行うこと

ができる。なお、条件付き登録歯科医師の指導

にあたる正規登録歯科医は、歯科局に半年に 1

度の指導報告書を提出する。仮登録は、国際的

な観点から歯科の知識、経験、技術を習得して

いる歯科医師や、シンガポール歯科局に認証さ

れた学位ではない学位を取得している歯科医

師等に登録が許可され、短期間シンガポールに

おいて診療に従事するが可能である。 
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 (5)歯科医師免許の更新制度 

 登録歯科医師は 2年に一度、免許の更新があ

る。診療資格の更新料は、１年毎に 300S$（約

24,000 円）である。 

更新のためには、生涯学習を受けることが必

須であり、講習会への参加、オンラインでの自

己学習論文発表、教科書への執筆などに単位が

ある。表１に、単位取得のための具体的な活動

内容を示す。 

更新のために必要な単位数は 70 単位である。

そのうち、シンガポール歯科局に認定されてい

る認証単位を 50 単位取得する必要がある。認

証単位は、地域での講習会等への参加、学会発

表、講演や論文発表、オンラインでの遠隔学習

などであり、表 1の単位分類の１A、１B、１C、

2、3B に示された単位である。残りの 20 単位

は、専門ジャーナルの購読やシンガポール歯科

局に認証されていないオンラインでの学習等

の自己学習による単位である。 

また、全体の単位の内、歯科専門領域からの

単位が全体の 20%を占めることが必須である。 

 

表 1 歯科医師免許更新のための活動内容と単位 

分 類 内 容 単 位 認証単位 

１A 地域での講習会 参加者：1 時間 1 単位 

○ （上限：2 年間で10単位） 講習・チュートリアルセッション 演者：1 時間 1 単位 

  院内セミナー   

１B（国内） 学会 参加者：1 時間 1 単位 

○ 

  講義 発表者：1 時間 2 単位 

  会議   

  セミナー   

  シンポジウム   

  ワークショップ   

１C（海外） １B と同じ １B と同じ ○ 

２（出版・執筆活動） 論文発表 第一著者：10 単位 

○ （上限：2 年間で40単位） 教科書執筆 共著者：5 単位 

  E-learning program レヴュー者：2 単位 

３A 論文の購読 1 論文：1 単位 

× （上限：2 年間で20単位） 視覚教材での自己学習   

  オンラインプログラム（非認可）   

３B 認定単位取得のためのコース 1 単位：1 講座もしくはコー

スにより決められている 
○ 

  オンラインプログラム（認可） 

 

(6)専門医 

 歯科の専門医とは、特定の専門分野において

高い教育と研修を積んだ者である。専門医と認

められるには、専門分野での数年以上の診療経

験が必要である。専門医には、歯科公衆衛生、

歯内療法、口腔外科、矯正、小児歯科、歯周病、
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補綴の７つの分野がある。専門医の登録には、

審美やインプラントなどの専門外の研修は必

須ではない。 

 

（7）国外の学位をもつ歯科医のための資格試

験 

シンガポールではシンガポール大学以外に歯

学部がない。国外の大学を卒業した歯科医師が、

シンガポールの歯科医師免許を得るためには、

資格試験を受験する必要がある。資格試験の受

験申請には、以下に示す項目のうち、①および

②～④のいずれかを満たす必要がある。試験は

英語で実施され、受験費用は 2000S$（約

160,000 円）である。 

① 就業先の内定 

② シンガポール国民、配偶者がシンガポール

国民、子供がシンガポール国民 

③ シンガポールの歯科の学士やシンガポー

ル歯科局が認める学士と同等の歯学の学

位を有する 

④ 高度な資格を有する 

 

2) オーラルヘルスセラピスト 

シンガポールではオーラルヘルスセラピス

トは、健康教育や予防処置と、スケーリングな

どの歯周病の予防を行うことができる。現在、

専門学校で 3 年間のコースを経て資格の取得

ができる。 

 オーラルヘルスセラピストにも、免許の更新

制度がある。 

 

 

3) 歯科技工士 

 歯科技工士に関して、公表されている情報が

なく実態は不明であった。  

 

4) 歯科助手 

 歯科助手には特に資格の必要がなく、実態は

不明であった。なお、個人歯科診療所において、

ミャンマーから移住してきたミャンマー人歯

科医師が受付および歯科助手として勤務して

いる実態もあると聞いた。 

 

2．歯科医療従事者の種類と労働人口 

1)歯科医師 

2010 年までのシンガポール歯科局の年度報

告書では、シンガポールの歯科医師は、①歯科

大学を卒業した歯科医師（第 1 区分歯科医師）

と、②1950 年以前からの既得権をもつ正式な

資格をもたない歯科医師や過去のデンタルセ

ラピスト（第 2区分歯科医師）の 2つに区分さ

れて歯科医師登録が行われ、報告が行われてい

た。しかし、2011 年以降の報告書では、歯科

医師は区分されずに報告が行われている。 

シンガポール歯科局（2012 年）によると、

歯科医師総数は 1699 名、歯科医師の人口比は

1:3,370 である。就業場所別の歯科医師数は、

公的機関が 357 名、民間勤務が 1215 名、診療

に従事していない者が 127 名である。歯科医師

全体の 71.5%が民間勤務をしている。 

なお、2012 年新規の歯科医師の登録は、シ

ンガポール国立大学の卒業生が 43 名、歯科医

師登録の規則に則った学位（他国での歯学部の

学位など）を持つ歯科医師数は 76 名、新規の

仮登録 8名であった。 

 

2)専門医 

専門医には、歯科公衆衛生、歯内療法、口腔

外科、矯正、小児歯科、歯周病、補綴の７つの

分野がある。それぞれの専門医の人数は、歯科

公衆衛生 5 名、歯内療法 40 名、口腔外科 59

名、矯正 88 名、小児歯科 13 名、歯周病 37 名、
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補綴 61 名であった。 

 

 表 2．シンガポールにおける歯科医師数 

2011 年 2012 年 

総歯科医師数 1611 1699 

   公的機関  318 357 

   民間勤務  1160 1215 

   その他  133 127 

歯科医師の人口比  1:3,398  1:3,127 

 

3)その他の歯科職種 

(1)オーラルヘルスセラピスト 

オーラルセラピストは、2012 年度は 337 名

であり、就業先は、公的機関 207 名、再編成さ

れた施設（元国立病院等）20 名、民間勤務 88

名、ボランティア機関 1 名、不明 21 名であっ

た。 

(2)歯科技工士数 

不明であった。 

(3) 歯科助手数 

不明であった。 

 

Ｄ.考察 

本研究ではシンガポールの歯科医療従事者

に関する調査を行った。2012 年の歯科医師数

は 1,699 名である。歯科衛生士という職種はな

く、オーラルヘルスセラピストが現在 337 名い

る。 

シンガポールの歯学教育は、歯科医師は 4

年間、オーラルヘルスセラピストは 3年間のコ

ースで行われている。歯科衛生士のコースはな

い。シンガポールには大学歯学部が 1校、オー

ラルヘルスセラピストの専門学校も１校のみ

である。 

シンガポールでは歯科医療の質を確保する

ために、歯科医師登録の際に、正規登録の他に

条件付き登録、仮登録、といった分類を行い、

歯科医療行為の制限を行っていた。また、2年

ごとに研修を受けて歯科医師免許を更新する

必要がある。 

日本においては、学部教育は 29 校の歯科大

学・大学歯学部で行われ、CBT、OSCE、歯科医

師国家試験、臨床研修制度が行われている。し

かし、免許取得後の歯科医師の研修制度は、歯

科医師会や歯科関連企業などによる講習会な

ど、生涯研修の機会はあるが、それは必須では

なく、国として免許の更新制度や生涯研修の義

務化制度は確立されていない。 

今後のグローバリゼーションの進展により

日本人が外国で診療を行うことや、外国で免許

を取得した歯科医師が日本で診療を行うこと

が可能になることも予想される。外国で修練し

た歯科医師が日本で歯科医療を提供する際に、

国内の歯科医療の質を確保する制度として、現

在シンガポールで実施されている歯科医師の

登録分類や免許の更新制度は参考となると考

えられた。 

 

Ｅ.結論 

本研究ではシンガポールの歯科医療従事者

に関する調査を行った。シンガポールでは歯科

医療の質を確保するための歯科医師登録の分

類、2年ごとの免許の更新制度があった。現在

シンガポールで実施されている歯科医師の登

録分類や更新制度は、今後、日本においても参

考になると考えられた。 

 

Ｆ．健康危険情報 なし 
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Ｇ．研究発表    

論文発表 なし 
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